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第１回さくらキャンパス活用検討委員会会議録 

 

日 時：令和３年３月２５日（木）午後１時５５分～３時５０分 

場 所：さくらキャンパス  会議室他 

出席者：委員 9名（欠席者無し）、事務局４名 

 

１. 開会 
 

（挨拶） 

副市長 

大変お忙しい中、お集まりいただき本当にありがとうございます。  

本来であれば、岡原市長からご挨拶申し上げるところでございますが、あいにく他の公

務のため出張しておりますので、私の方からご挨拶を申し上げます。 

詳細につきましては、後ほど、事務局からご説明を申し上げますけれども、さくらキャン

パスは、昭和４９年に国民年金健康保養センターうわじまとして開業いたしました。 

その後、平成１９年まで営業しておりましたが、閉館となりまして、翌平成２０年に学校

法人創志学園が購入されまして、以降、大きな看板がありますが、ＩＰＵ環太平洋短期大

学部の学校施設として利用をされております。 

その後、大学の公有化の議論等ございましたが、令和元年度末をもって休校となりま

して、現在は、その創志学園本体の学生の活用施設として運営をされているところでござ

います。 

昨年８月末に、学園側から、南海トラフ巨大地震発生時など、宇和島市の公的な施設

として活用してはいかがかとの譲渡提案をいただきました。 

後ほど、施設内も見ていただきますが、これを受けまして、視察した結果、老朽化もそ

れほどでもなく、有効に活用できるのではないかと判断し、市としては、当該施設が象徴

的な場所に立地していること、また、丸山公園全体の整備についても検討中であり、有効

な活用方法を見出したいとの思いがございまして、内部で協議をいたしましたが、なかな

かこの大きな施設、それをお荷物にならないように、年間を通じて有効に活用するといっ

た手立てというのが今のところ見い出せていない状況でございます。 

このような背景の中で、本日、お集まりの各分野の皆様方に、今後、幅広くその活用方

策についてご検討いただきたいという趣旨でお願いをいたしました。 

合わせまして、専門のコンサル業者になりますが、民間のいろいろな全国の活用事例

もございますので、そういった案も作成をいただきまして、それも含めてご検討いただきた

いと思います。 

その中で、この活用方策であれば、これだったら宇和島市で購入して使えるのではな

いかというご意見にも繋がっていくのではないかと感じているところでございます。 

大変お忙しい中恐縮ではございますが、こういう趣旨でございますので、是非とも建設

的なご意見をいただきまして、有効な活用策、それが地域の活性化に繋がるような、議論

にしていただければと思います。 

それでは何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

２. 委員紹介 

 各委員：自己紹介 
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３. 議事 
 

議事（１）「さくらキャンパス活用検討委員会設置要綱について」 

事務局 次第３、議事に移ります。議事につきましては、これから、ご説明させていただきます要

綱において委員長が議長となり、議事を進めていただくことになりますが、委員長の選出

までの進行は事務局がさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 

始めに（１）「さくらキャンパス活用検討委員会設置要綱について」です。 

お手元の資料２さくらキャンパス活用検討委員会設置要綱をご覧ください。要綱につ

いて、第１条からご説明いたします。この委員会の設置目的は、学校法人創志学園より、

「さくらキャンパス」の譲渡についての提案書が市へ提出されたことを受け、地域の関係

者等の意見を幅広く取り入れ、市としての購入、施設の有効活用について検討を行うた

め、活用検討委員会を設置するもので、第２条、所掌事項は、施設の有効活用に関する

協議及び検討を行い、その経過及び結果を市長に答申することとなっております。 

以下、委員会の組織、任期の記載が続き、第５条、委員長及び副委員長を委員の互

選により選出し、第６条で、会議は委員長が招集し会の議長となること、以降、委員の守

秘義務などについて記載しております。 

この設置要綱にて、委員会を進めて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

議事（２）「活用検討委員会の委員長・副委員長の選出について」 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

続きまして、議事(２)「活用検討委員会の委員長と副委員長の選出について」ですが、

先ほど要綱でご説明させていただきました「さくらキャンパス活用検討委員会設置要綱」

第５条の規定により、委員の互選により委員長・副委員長をそれぞれ置くことになってお

ります。まず、委員長の選出をお願いしたいと思います。委員の皆様で委員長のご推薦

等がございますでしょうか。 

 

委員長は学識のある、愛媛大学の坂本先生がいいのではないかと思いますが、皆さ

んいかがでしょうか。 

≪拍手≫ 

 

只今、坂本委員へのご推薦があり、皆様から拍手をいただきました。 

坂本委員に委員長をお願いすることで、よろしいでしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

ありがとうございます。ご異議がないようですので、委員長は坂本委員にお願いをした

いと思います。坂本委員は、委員長席へ移動をお願いいたします。 

規程により、委員長のご挨拶後、以後の議事進行は坂本委員長にお願いをしたいと

思います。 

 

≪挨拶≫ 

それでは、規定の定めに従いまして、私が議事の進行を務めさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

まず、議事（２）の副委員長の選出でございます。副委員長につきましても、委員の互

選により選出することになっております。皆様で、ご推薦等がございますでしょうか。 
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委員 

 

委員長 

 

 

副委員長 

ご推薦等がないようです。あまり時間をとってもいけませんので、私の方から副委員長

を、さくらキャンパスは、この丸山運動公園といったスポーツ施設に隣接する施設でもあり

ますので、スポーツ協会の有田委員を、私からご推薦させてもらいたいのですが、皆さん

いかがでしょうか。 

 

≪拍手≫ 

 

それでは、有田委員よろしくお願いします。 

有田委員は、副委員長席へ移動し、ご挨拶をお願いします。 

 

≪挨拶≫ 

 

 

議事（３）「さくらキャンパス活用検討委員会について」 

議事（４）「さくらキャンパスの概要について」 

委員長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事(３)さくらキャンパス活用検討委員会についてと議事(４)さくらキャンパスの概要に

つきましては、それぞれ相関連しておりますので、一括して審議いたします。それでは、

事務局より説明をお願いします。 

 

議事（３）についてご説明させていただきます。資料３「さくらキャンパス活用検討委員

会について」をご用意ください。 

まず、１さくらキャンパスの譲渡提案についてご説明させていただきます。 

昨年８月２８日、創志学園よりさくらキャンパスの譲渡について、ご提案を受けました。 

ご提案の内容といたしましては、さくらキャンパスについては、南海トラフ等の大規模災

害発生時の際にも活用可能な施設でもあり、公的施設の利用を第１に活用を検討してい

ただきたいというもので、これまでの施設の取得価格及び工事費用の積上げを参考とし

て、譲渡に対する提示価格を４億円でいただいております。また、この提示価格の４億円

という価格は、最大の価格であり、今後、協議を進める中で、学園側も価格の交渉に応じ

ていただけるとお伺いしております。 

下段の２提案書提出後の動きについて、でございますが表内のとおり、ご提案を受け

た翌月に庁内協議及び現地視察、また、その後、１１月２日には、議会に対する説明及

び現地視察を実施しております。 

また、今年の３月には、今後、活用方法等について検討を行うため、「活用検討委員

会の設置、民間事業者からの提案、活用事例先進地視察、鑑定評価といった必要経費

の予算措置を議会へ提出し、先日議決されました。 

なお、補足事項でございますが、市関係部局により現地視察を実施し、活用方法の検

討も行いましたが、校舎は３，６００㎡を超える大規模な施設であることから、現在のとこ

ろ、年間を通じて有効な活用案を見い出すには至っていない状況です。 

ここで、庁内における検討結果をご報告させていただきます。資料５ページをお開き下

さい。参考「庁内におけるさくらキャンパスの活用に係る提案」についてご報告いたしま

す。 

譲渡提案を受け、庁内の利活用が想定される総務企画部、産業経済部、建設部、教

育委員会の関係部局により現地視察を実施し、活用方法の検討を行い、各部局から出

された活用案でございます。 

上から提案内容として、スポーツ合宿受入のための宿泊施設、移住体験及びボランテ

ィア等の一時入居施設、研修所やコワーキングスペースとしての貸館、災害時の避難所
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や防災拠点関連の施設、そして丸山公園に隣接する立地条件でもあることから、丸山運

動公園再整備に係る公園施設の移転候補地といった様々な活用案が出されました。 

しかしながら、先ほど申し上げましたとおり、いずれの提案についても、施設全体の利

用や年間を通した有効な具体的活用案を見い出したものではございませんでした。 

２ページにお戻りください。３さくらキャンパスの活用における市の方針についてご説明

いたします。 

市の方針といたしましては、まず、譲渡提案を受けた「さくらキャンパス」につきまして、

宇和島市の象徴的な場所に立地する資産であると位置付け、地域の活性化に繋がる施

設としての有効活用、また、加えて、丸山運動公園の関連施設の老朽化、駐車場不足

等、これまで利用者の方々から多くの要望をいただいている丸山運動公園の再整備に

おける候補地としての活用ができないか、検討を行っていくこととしております。 

続いて、下段４の活用検討委員会についてですが、先ほど活用検討委員会設置要綱

でご説明させていただきました１の設置・目的及び２の活動内容を中心とした活用検討

委員会を設置し、会の中で幅広くご提案やご意見をいただいた内容を、委員会の答申と

して市長へ提出していただくこととしております。 

なお、最終的な活用方法の決定につきましては、委員会の内容や民間事業者の提案

をもとに、市長が、年間を通じて有効に活用できる具体的活用案を決定することとなりま

す。 

３活用検討委員会の開催期間及び開催回数についてですが、この委員会につきまし

ては１２月を目標にご提案をまとめていけたらと思っておりまして、そのため本日を第１回

目とし、１２月までに４回程度の委員会の開催を計画しております。なお、必要に応じて

開催回数を増やす可能性もございますので、あらかじめご了承いただければと思いま

す。 

続いて、次ページをご覧ください。４検討対象をご説明いたします。 

まず、３ページ下の位置図をご覧ください。このさくらキャンパスにおいては、施設の用

途として、大きく①校舎側敷地と②フットサルコート側敷地の２つに分かれます。 

上段に戻っていただき、黒丸の対象施設をご覧ください。 

この活用検討委員会の皆様には、①の校舎側敷地における活用案についてそれぞ

れのお立場から専門的・具体的なご提案及びご意見を頂戴したいと考えております。 

なお、②のフットサルコート側敷地につきましては、今後、市建設部におきまして、丸

山運動公園として有効な活用方法を検討してまいりますが、この当委員会として校舎側

敷地との関連やさくらキャンパス全体を考慮したご提案及びご意見といった、一体的に

有効な活用案が出された場合には建設部と調整を行いたいと思っております。 

続きまして、４ページをお開き下さい。５今後の流れについて、ご説明いたします。 

まず、(１)活用方法の検討についてですが、(２)の事業フローとともにご説明させていた

だきます。これから皆様に、この委員会において、施設の具体的な活用案の検討を進め

ていただきますが、冒頭、予算措置の時に触れさせていただきました、建設コンサルタン

トを中心とした民間事業者からの提案も予定しておりまして、その内容につきましてもこの

活用検討委員会で情報を共有させていただく予定としております。 

また、来年度につきましては、合わせて鑑定評価も実施し、活用方法と合わせて購入

予定額についても判断材料としたいと考えております。 

先ほどお伝えしましたとおり、１２月にはこの活用検討委員会の内容を取りまとめ、市長

へ答申する予定としており、その内容をもとに、市として活用見込みがある場合、学園側

と価格交渉に入り、令和４年度以降にキャンパスの購入及び整備費用に関する予算を計

上することとなります。 

以上で、議事(３)「さくらキャンパス活用検討委員会について」の説明を終わります。 
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委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続き、議事(４)「さくらキャンパスの概要について」ご説明させていただきます。資料

４の「さくらキャンパスの概要について」をご用意ください。 

１施設の状況につきまして、総敷地面積は約１万４千㎡で、校舎側は約６千㎡、そして

道路を挟み、駐車場・フットサルコート側は約８千㎡となっております。また、校舎や剣道

場、クラブハウス等、建物一式の延床面積は約４千３百㎡でございます。 

続きまして、２施設の関連年表です。さくらキャンパスとして利用されるまでのこれまで

の施設の流れをご説明いたします。 

 ここ、さくらキャンパスは、昭和４９年５月に厚生労働省が所管する宿泊・結婚披露宴・

会議・研修等が行える施設「国民年金健康保養センターうわじま」として開業いたしまし

た。その後、平成４年３月には現フットサルコートにございましたテニスコートの管理施設

としてクラブハウスが新築されました。そして平成１０年２月には、施設をリニューアルする

ため、保養センターを新築しております。従いまして、現校舎につきましては、平成１０年

に竣工された建物となっております。 

 その後、保養センターは平成１９年１１月に閉館となり、その翌年、学校法人創志学園

が施設を取得し、平成２０年４月にさくらキャンパスとして開設されているものでございま

す。 

 平成２１年９月に剣道場が新築されましたが、令和２年４月からは、短期大学部の休校

により、創志学園関連の合宿所等として運用されております。 

 ２ページをお開き下さい。施設の位置情報として、丸山公園とさくらキャンパスの位置図

を参考に付けさせていただいております。 

続いて次ページは、先ほどの議事(３)と重複しますが、さくらキャンパスの校舎側及び

フットサルコート側敷地の平面図を参考に付けさせていただいております。 

４ページをお開き下さい。５施設の詳細として、ここからは市で視察した際の写真ととも

に、キャンパス内の平面図を付けております。 

まず、４ページは校舎１階です。１階は事務所・食堂・会議室、大浴場が備わっており

ます。 

続いて５ページ、校舎２階です。２階については、施設の半分を教室と大ホールで占

め、その他宿泊ができる客室となっております。 

続いて、６ページをお開き下さい。校舎３階でございます。３階はすべて客室となって

おりますが、一部２階とは違い、浴室が備わった客室がございます。 

続いて７ページが道路を挟んで隣接するフットサルコート側の敷地となります。ここに

は、フットサルコート、クラブハウス、剣道場がございます。 

以上、駆け足でさくらキャンパスの概要について、ご説明させていただきましたが、キャ

ンパス内の状況につきましては、議事終了後の視察におきまして、ご確認いただければ

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

以上で議事(４)「さくらキャンパスの概要について」の説明を終わります。 

 

ありがとうございました。事務局から詳しい説明がありました。さくらキャンパスの活用検

討委員会について、もう一度、資料をご覧ください。 

まず検討委員会については、今日から１２月までの間に４回開催し、必要があれば回

数も増やす可能性もあるということで、最終的に、４回目の時に市長へ活用案を答申する

ということになります。活用方法がない場合は、譲渡を受けないこともあります。 

もう 1 点は、このキャンパス校舎のエリアだけの活用検討にはなりますが、横のグランド

等についても含めて総合的な提案も出してもらっても結構で、建設部と必要があれば調

整するということでした。 
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事務局 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

教えてください。先ほどの委員長のお話では、基本的には、譲渡を受けるということが

前提になるのでしょうか。譲渡を受けるか受けないか、から考え始めるのと、譲渡を受ける

ということが前提で、その後、どう使うかというのを考えるのではスタート位置が違います。

よく民間であるのがペイするのか、しないのかという話になると思いますが、これが公共の

場合は、そのペイというのはあまり関係ないこととしていいのか、そのあたりの目線をどこ

にもっていけばいいのか、もし事前に決まっていれば教えていただければと思います。 

 

事務局から説明いたします。副市長の挨拶でもありましたが、市として購入することが

適当であるかどうかについてのご意見をお伺いしたいということで、お荷物にならないよう

にという話の中で、この施設がどう考えても効果と費用と比べて費用の方が大きいというこ

とでしたら、それをご意見として答申いただければと思います。 

 

８月に４億円の提示がされていますが、活用方法が見込まれれば、それ以前に市とし

て、どれほどになるのか、今の状況を調査していく流れになると思います。 

また、やはり、これだけ大きな施設ですから、一つの事業ではなかなか難しいかもしれ

ません。宇和島として将来、これをどんどん活用していただける仕組みを検討していく必

要がございます。また非常に重要なポイントとして、市として南海トラフ地震があった際に

は、最悪、市役所がここに移るという想定もあるかもしれません。 

他は、いかがでしょうか。 

 

補足といたしまして、鑑定評価も、当初予算に計上しておりますが、基本的に行政が

財産を買うときは、鑑定評価が上限となりますので、交渉を行いますが、鑑定価格以上で

は買わないということになります。 

 

校舎横のグランドは、一見広そうに見えて狭いのではないかと思います。丸山運動公

園の陸上競技場、サッカー場は指定管理ではないですよね。これを踏まえた丸山全体を

指定管理として活用していくという方法はあるのでしょうか。 

 

丸山運動公園は、現在、直営で運営しております。先ほど事務局から説明いたしまし

たが、球場については、ブルペンはありますが、ウォーミングアップをするような施設がな

く、また非常に駐車場が少ない状態です。そして、下側のテニスコートについても老朽化

し、陸上競技場においても同じくウォーミングアップを行える場所がないということがござ

いまして、そこは基本的に建設部の方で、フットサルコート側の活用案を考えていきたい

というのが基本でございます。 

その中で、全体を指定管理にということは、まだ検討するに至ってはおりませんが、そう

いったことも建設部の方で基本的に検討するというスタンスで、こちらの方では考えてお

ります。 

 

何年か前に陸上競技場とサッカー場を作りましたが、利用状況はどうですか。 

 

本日、何人が使われているかという数値は持ち合わせておりませんが、かなりの利用

はされていると思います。 

 

この施設自体、修繕といった費用は掛かってきますか。 

まだ視察していないのでわかりませんが、状態はどうですか。 
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事務局 

 

 

 

 

 

委員長 

 

活用内容によって、修繕や改修の費用は必要になると思われます。 

参考に、地方公共団体が事業を行うときには、過疎対策事業債といった地方交付税

の財源措置があるものもあります。事業によっては、全部一般財源という、すべてを税金

等で賄うのではなく、地方債や国庫補助金なども活用しながら改修や取得を進めていき

たいと考えているところでございます。 

 

これだけの施設を見る限りにおいては、これをいかに活用するか、活用案を出してそ

の内容が、どうしても修繕する必要性があるということであれば、国とか交付税といった財

源は活用できるかもしれません。ただ国に申請する場合においては、こういった活用案

で改修したい、といったものがないと、ただお金をくださいだけでは難しいかと思います。 

我々が１２月までに、活用案を出して、必要があれば改修されるかと思いますし、要

は、フルに活用でき、かつ、宇和島市が活性化する案を見い出していくことが必要になっ

てきます。 

 

 

議事（５）「会議の公開について」 

委員長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事（５）会議の公開についてですが、事務局より説明をお願いします。 

 

議事（５）についてご説明させていただきます。会議の公開につきましては、２点ござい

ます。 

まず、１点目は会議における会議録の公表内容についてです。市が行う事業につきま

しては、市民の皆様へ広くお知らせする必要がございます。 

こういった検討委員会などの審議会や実行委員会の内容については、議事録等も含

め会議の内容を市ホームページで発信しております。この委員会の会議録につきまして

も公表をさせていただくこととなりますが、会議の内容より、委員の皆様の氏名をお出しす

るものと、例えば委員、事務局といった名前を公表しない方法もございます。 

当委員会におきましては会議の会議録について、委員の皆様の氏名も含めてお知ら

せしてもよろしいか、委員会においてご協議いただければと思います。 

続いて、２点目は、この当委員会における傍聴についてです。 

このさくらキャンパスについては、議会、市民の皆様からの注目も多く集まっており、議

会からは、この当委員会における傍聴も可能にするようにとの意見もございます。 

従いまして、２点目につきましては、委員の皆様へ傍聴の可否についてご協議してい

ただければと思います。説明は以上です。 

 

ほとんどの会議は、公開が原則となっています。会議録など、できるだけ詳しく市民に

ホームページで公開を行ったりすると思いますが、その場合の公開の仕方についてで

す。市としては、できるだけ詳しく、どういう内容で検討されているかということを公開する

必要があります。どういうことが検討されて、どういう方向になっているかということについ

て、適宜、議事録を公開していきたいという公開の問題と、もう一つは、議会などにおい

ては傍聴ができますが、この委員会においても、すべての人が自由に来て傍聴を可能と

するのか、それとも誰か特定して傍聴させるのかという議論になります。 

まず、１つ目の会議録の公開についてですが、方法としては議事録について、例え

ば、私がこう言ったという名前まで出してしまうというのは困るということも想定されるでしょ

うし、それでもいいという場合もあるかもしれません。例えば、Ａ委員が発言されたといっ

た、誰が述べたかまでは内容として出さない方法もございます。 
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事務局 

 

 

委員長 

 

委員 

 

委員 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員 

 

委員長 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員長 

この委員会は、基本的には名簿は開示されるんですよね。 

 

はい。 

また、参考としてＡ、Ｂという以外にも、ただの委員とか事務局という会議も多いです。 

 

どれがいいでしょう。 

 

個人的な意見としては、実名で全く問題ないと思います。 

 

Ａ委員といった公表の方が、自由に意見ができるのではないでしょうか。どちらでも選

べるんだったら、やはりＡ・Ｂ匿名的なものの方が、後々問題が起こらないのではないかと

考えます。 

 

大体、意見が出ました。私は別に自分自身としては、本来は実名でもいいですが、実

名にしてしまうと、逆に委員が意見を述べづらくなり、また、ある特定の人からその人に対

して、何か言われることも多分に出てくる可能性もあります。 

それを排除するために、一応、実名は出さないことで、よろしいでしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

もう 1 点目です。会議の内容の傍聴についてですが、これに関してはいかがでしょう

か。範囲を決めるのか、それとも傍聴を全部可能とするか、例えば、議員だけに限定する

のかという議論になるかと思われます。 

 

ホームページで内容を公開することから、一般の方といった、かなり多くの方がいろん

な話を始めるかと思います。できれば、直接こういった事に関わりがある議員さんの中

で、傍聴されたい方を許可することで、いいのではないでしょうか。 

 

私は他の委員会に所属していますが、その委員会では傍聴が禁止です。 

その委員会には、議員が委員としているのですが、もし、この委員会の中にも議員が

いたら問題がなかったのではないでしょうか。 

 

この委員会のメンバーの中に、議員を入れるのか入れないのかというと、基本的には

入れずに進めて行こうというのが前提としてあるのではないでしょうか。市としては、議員

からの傍聴をさせて欲しいとの意見もあるようなので、できれば議員の傍聴を認めたいと

思います。 

合わせて、もう１つですが、ただ議員に限定するといった場合に、例えば、こういう方に

意見を聞いてもらいたい、または、聞きとりを行いたいというオブザーバーの参加につい

てです。そういった、どうしても必要があれば、その時は判断して、委員長が認めることも

ある、ただ一般の方の傍聴はできませんという形で進めてよろしいでしょうか。 

 

例えば、オンラインにして見ていただくことはできるのでしょうか。やはり市民の方が、

私たちの意見は聞かれなかったといった意見が出ないように、市民の声を聞くようなこと

ができればいいと思うのですが。 

 

議会はオンライン配信をしているかと思います。最初にあった、議事録は固有名詞、
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事務局 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員 

 

 

委員長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員 

 

委員長 

 

 

事務局 

 

名前を出さないこととしましたが、もし、オンラインで画像配信された場合、誰が何を言っ

たかなど、分かるようになります。 

それともう一つ、そこまで手間をかけるのかということです。事務局の考えもお聞きした

いと思います。いかがですか。 

 

今からあるべき姿かと思います。しかし、私たちもオンラインで会議を行うのですが、通

信が途切れたり、うまくいかなかったりすることがあります。リアル配信は難しいかもしれま

せん。 

 

録画をして、後で見れるようにすることも考えられます。ユーチューブなどで見るといっ

た方法でしょうが、ただ逆に言うと、これは危険性が非常に高いです。世界中が見ること

になります。不特定多数が完全に見ることになるため、良い面と悪い面があって、今の段

階では判断できません。 

 

会議録について、以前は概要といった会議録を公表しておりましたが、今はかなり詳し

く公表を行っております。その会議録において、こういう意見が出たというのはご理解をい

ただけるかと思います。 

 

そういう形で行っていき、ただ、DX 時代でもありますので、どうしてもオンラインの配信

を行わないといったことではなく、現時点では、オンライン配信はしないけど、会議録につ

いて詳しいものを出していくという形でよろしいでしょうか。 

 

会議録を出したときに、皆さんのご意見を聞くような形にしていただければ、先ほどの

意見が吸収できますかね。 

 

それも本来、公的機関からの会議録ではアウトプットだけですが、インプットは行わな

いですよね。それをやってしまうと、対応する必要が出てきます。多分、市はできないと思

います。アウトプットで外に出すことはできますが、ご意見を聴取するっていうのは難しい

ですよね。 

 

まず、会議録は公開します。また、市は案がまとまったときに、パブリックコメントを行っ

ております。一回ごとに、ご意見を伺うべきだというご提案だと思うのですが、それは現状

としてはいろんな会議においてできておりません。 

 

市長に答申しますので、１２月前にパブリックコメントで意見を求める、そこで意見も聴

取するということは考えていただけるということです。そういう形で、毎回の公開で意見聴

取はできないという形でよろしいですか。 

以上、会議の公開と傍聴について、よろしいでしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

以上で本日予定いたしました議事は全部終了しますが、その他、質問とかご意見をお

願いします。 

 

今までの説明で補足させていただきたいのですが、委員のご質問に対してですが、内

容によって建設費に対しては財源措置がありますが、ランニング経費については、財源
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委員長 

 

副委員長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

委員長 

 

委員 

 

委員長 

 

 

 

 

事務局 

 

措置がほとんどないという状況で、そのランニング経費は幾らかかるかというのもまた十

分、ご審議をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

これで終了いたしますが、副委員長からありませんか。 

 

はい。先ほど委員がおっしゃった、市民の意見を取り上げることについてです。多分難

しいところではあると思いますが、やっぱり宇和島市民あっての丸山運動公園ではない

かと思いますので、何かしらの方法で意見を取り上げる、そういった方法があれば、より

良いのではないかと思います。 

 

次回、ご審議をいただくまでに、こういう検討を行っていますとの内容について、市民

の皆様や議会のご意見を頂戴するということを事務局の方で考えていきたい、ということ

でよろしいでしょうか。 

 

≪異議なし≫ 

 

その他、いかがでしょうか。 

 

≪なし≫ 

 

皆さんで活用案を出して、フルに活用できる案を１２月に市長へ答申したいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは本日予定しておりました議事はすべて終了いたしました。これをもちまして、

私の議長の役割を終わります。事務局の方に戻します。 

 

委員長ありがとうございました。 

≪議事終了≫ 

 

４. 施設の視察 

 

委員 

からの 

主な意見 

〇思っていた以上に施設が広く、清掃も行き届いており、利用できる可能性は高いと感

じた。 

〇客室から宇和島城や海が見え、ロケーションが最高である。 

〇厨房が広く、立派であるが、長年使用していないため、利用方法は検討する必要があ

る。 

 

５. その他 

 

事務局 

 

 

 

委員 

続きまして、次第５、その他に移りたいと思います。特に事務局として用意はしておりま

せんが、何かご質問・ご意見等ございませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 

≪なし≫ 

 

６. 閉会 

 


